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ポ
ス
ト
の
使
用
期
限
は
約
３
カ
月
で
す
。

　

各
世
帯
の
申
請
は
、
①
〜
③
の
う
ち
い
ず
れ

か
一
つ
で
す
。
複
数
申
請
不
可
。

問　

生
活
安
全
安
心
課
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係

　
　

☎
042(

588)
５
０
６
８

■
法
定
検
査
に
関
す
る
お
問
合
せ

　

公
益
財
団
法
人
東
京
都
環
境
公
社

　

浄
化
槽
検
査
係
☎
042(

595)

７
９
８
２

問　

生
活
安
全
安
心
課
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係

　
　

☎
042(

588)

５
０
６
８

　

５
月
６
日
〜
26
日
に
行
っ
た
調
査
結
果
は
、

全
て
の
調
査
で
基
準
値
以
下
で
し
た
。

　

な
お
、
測
定
し
た
数
値
は
、
企
画
財
政
課
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問  

企
画
財
政
課
企
画
係
☎
042(

588)

４
１
１
７

始
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ご
予
約
は
、
土
日
祝

日
を
含
め
、
午
前
８
時
〜
午
後
11
時
30
分
と
な

り
、日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の「
予

約
相
談
に
つ
い
て
」
の
ペ
ー
ジ
か
ら
年
金
相
談

予
約
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
り
ま
す
。

予
約
さ
れ
た
方
に
は
、
予
約
前
日
に
リ
マ
イ
ン

ド
メ
ー
ル
を
送
付
し
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（　
　

https://w
w
w
.nenkin.go.jp/

）

　

電
話
で
も
、
引
き
続
き
申
し
込
み
が
可
能
で

す
。

予
約
受
付
専
用
電
話

☎
０
５
７
０(

05)

４
８
９
０（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に
な
る
場
合

は
☎
03(

６
６
３
１)

７
５
２
１
（
一
般
電
話
）

受
付
時
間　

月
〜
金
曜
日
（
平
日
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
日
・
祝
日
・
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）

※
週
の
初
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

※
予
約
相
談
希
望
日
の
前
日
ま
で
受
け
付
け
し

て
い
ま
す
。

快
適
な
生
活
と
美
し
い
環
境
を
守
る
た
め

　
　
　
　
　

浄
化
槽
の
適
切
な
維
持
管
理
を
！

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
日

常
生
活
に
よ
っ
て
発
生
す
る
汚
水
を
処
理
し
、

綺
麗
な
状
態
に
し
て
河
川
等
に
排
水
す
る
た
め

の
施
設
で
す
。
浄
化
槽
の
効
果
を
充
分
に
発
揮

す
る
た
め
に
は
、
微
生
物
が
活
動
し
や
す
い
環

境
を
保
つ
よ
う
に
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

浄
化
槽
の
維
持
管
理
は
、「
保
守
管
理
」、「
清

掃
」、「
法
定
検
査
」
に
分
か
れ
て
い
て
、
定
期

的
な
実
施
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
浄
化
槽
法
で

は
、
年
１
回
の
法
定
検
査
の
受
検
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
に
未
接
続
で
浄
化
槽
を
ご
利
用
の
方

は
、
快
適
な
生
活
と
美
し
い
環
境
を
守
る
た
め

に
、
浄
化
槽
の
適
切
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
浄
化
槽
清
掃
の
許
可
業
者

　
（
株
）ス
イ
ー
ピ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

　

☎
042(

597)

６
１
１
２

■
保
守
点
検
に
関
す
る
お
問
合
せ

　

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
廃
棄
物
対
策
課

　

浄
化
槽
担
当　

☎
042(

528)

２
６
９
２

除
草
剤
を
使
用
す
る
際
の
注
意
事
項

　

住
宅
地
等
で
除
草
剤
を
使
用
す
る
と
き
は
、

近
隣
に
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

　

特
に
噴
霧
タ
イ
プ
の
除
草
剤
は
、
風
向
き
な

ど
に
よ
っ
て
ご
近
所
の
花
壇
や
鉢
植
え
な
ど
に

影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
洗
濯
物
が
汚
れ
た
り
臭
い
な
ど
に
よ
る
健

康
被
害
な
ど
、
思
わ
ぬ
ご
近
所
ト
ラ
ブ
ル
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

製
品
の
説
明
書
に
か
か
れ
て
い
る
使
用
方
法

を
よ
く
確
認
し
、
近
隣
に
気
を
配
り
な
が
ら
ご

使
用
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
安
全
安
心
課
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
係

　
　

☎
042(

588)

５
０
６
８

循
環
組
合
の
焼
却
灰
の
放
射
性
物
質
測
定
結
果

　

東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組
合
は
、
日
の
出

町
内
の
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
施
設
へ
搬
入
す
る
焼

却
灰
（
主
灰
・
飛
灰
・
飛
灰
固
化
物
）
の
放
射

性
物
質
濃
度
、
二
ツ
塚
処
分
場
と
エ
コ
セ
メ
ン

ト
化
施
設
周
辺
の
空
間
放
射
線
量
の
測
定
を

行
っ
て
い
ま
す
。

７
月
の
夜
間
・
休
日
の
納
税
窓
口
開
設
日

夜
間　

７
月
15
日
(木)　

午
後
７
時
30
分
ま
で

休
日　

７
月
17
日
(土)
、
18
日
(日)

　
　
　

午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で

問　

税
務
課
納
税
係  

☎  

042(

588)

４
１
０
７

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
年
金
相
談
予
約
の
開
始

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
全
国
の
年
金

事
務
所
、
街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
で

予
約
制
に
よ
る
年
金
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

年
金
事
務
所
等
の
窓
口
で
年
金
請
求
の
手
続

き
や
、
年
金
の
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ぜ

ひ
、
予
約
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

従
来
、
予
約
の
お
申
し
込
み
は
、
予
約
受
付

専
用
電
話
や
年
金
事
務
所
等
の
窓
口
な
ど
で

承
っ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
３
年
５
月
６
日
(木 )

よ
り
、
老
齢
年
金
の
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
請
求

書
（
緑
色
の
封
筒
）
が
届
い
た
方
を
対
象
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
相
談
予
約
の
受
付
も
開

▲老齢年金のターンアラウンド請求書
　（緑色の封筒）

税

金

保
険
・
年
金
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厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
国
民
年
金
の
加
入
の
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
会
社
等
を
退
職
し
た
方
の

配
偶
者
が
第
３
号
被
保
険
者
（
会
社
員
や
公
務

員
な
ど
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
）
で
あ
っ
た
場

合
は
、
国
民
年
金
の
種
別
変
更
の
手
続
き
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

手
続
き
が
必
要
な
場
合
は
、
青
梅
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
ま
た
は
町
民
課
保
険
年
金
係
で

届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
書
は
各
窓
口
に
用

意
し
て
い
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

■
年
金
手
帳

■
退
職
年
月
日
が
わ
か
る
も
の
（
離
職
票
、
退

職
証
明
書
、健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
な
ど
）

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
年
金
制
度
や
メ
リ
ッ

ト
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
動
画

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ
▼

「
国
民
年
金
の
加
入
保
険
料
の
ご
案
内
」

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の
申
請

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
障
害
や
死

亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の

納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制

度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50
歳
未
満
）」
が

あ
り
ま
す
の
で
、
青
梅
年
金
事
務
所
ま
た
は
日

の
出
町
町
民
課
保
険
年
金
係
の
窓
口
で
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。
申
請
書
は
、
窓
口
に
備
え

付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
分
（
令
和
３
年
７
月
分
〜
４
年

６
月
分
ま
で
）
の
免
除
な
ど
の
受
付
は
令
和
３

年
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分

ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
相
談
な
ど
は
、
年

金
事
務
所
が
窓
口
と
な
り
ま
す
。
ご
相
談
の
あ

る
方
は
、
青
梅
年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　

青
梅
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課　

　
　
　

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

　
　

町
民
課
保
険
年
金
係　

　
　
　

☎
042(

588)

４
１
１
０

問　

青
梅
年
金
事
務
所

　
　

☎
０
４
２
８(

30)

３
４
１
０

年
金
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

年
金
の
専
門
家
（
社
会
保
険
労
務
士
）
に
よ

る
予
約
制
の
個
別
相
談
で
す
。
年
金
に
つ
い
て

気
に
な
る
こ
と
や
不
安
な
こ
と
な
ど
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
21
日
(水)
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
（
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く
）

※
相
談
時
間
は
、
お
お
む
ね
30
分
以
内

場
所　

役
場
１
階　

町
民
談
話
室

持
物　

相
談
に
関
す
る
書
類
な
ど

申
込　

町
民
課
保
険
年
金
係
へ
電
話

問　

町
民
課
保
険
年
金
係

　
　

☎
042(

588)

４
１
１
０

国
民
年
金
の
加
入
と
保
険
料
、
保
険
料
免
除
な
ど

国
民
年
金
の
加
入
と
保
険
料

　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
が
、
被
保
険
者
（
加

入
者
）
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
の
保
険
料
は
、
１
万
６
千
610
円

（
月
額
）
で
す
。

　

会
社
等
を
退
職
し
た
場
合
や
健
康
保
険
の
被

扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
国
民
年
金
の
加

入
や
種
別
変
更
の
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
60
歳
前
の
方
で
会
社
等
を
退
職
し

国民年金には以下のようなメリットがあります

老後を支える
終身保険！

「老齢基礎年金」が
受け取れる

一生涯の保証です。

万が一の障害や
遺族を保障！
老後だけでなく
現役世代の保証も
充実しています。

保険料が控除！
納めた保険料の全額が
所得から控除されます。

基礎年金の半分は
国（税金）が負担！
基礎年金の半分は
国（税金）から
支払われています。

（ 有料広告 ）


